
参照条文 
 
◆消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 
第十条 （略） 
②、③ （略） 
④ 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 
 
第十一条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又
は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受
けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。 
一 消防本部及び消防署を置く市町村（次号及び第三号において「消防本部等所在市町村」という。）の区域に
設置される製造所、貯蔵所又は取扱所（配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの
（以下「移送取扱所」という。）を除く。） 当該市町村長 

二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所（移送取扱所を除く。） 
当該区域を管轄する都道府県知事 

三 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長 
四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事（二以上
の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣） 

② 前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総
務大臣（以下この章及び次章において「市町村長等」という。）は、同項の規定による許可の申請があつた場合
において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第四項の技術上の基準に適合し、かつ、
当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防
止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。 

③、④ （略） 
⑤ 第一項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所
若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長
等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、こ
れを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、
当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長
等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することがで
きる。 

⑥、⑦ （略） 
 
第十一条の二 政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更につ
いて前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第
五項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに、当該製造所、貯蔵所又は取扱所に係る
構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの（以下この条及び次条において「特定事項」という。）が第十条
第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければならない。 

②、③ （略） 
 
第十一条の三 市町村長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会（第十
四条の三第三項において「協会」という。）に委託することができる。 
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一 第十一条第二項の場合において、同条第一項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が政令で定める屋外タ
ンク貯蔵所（屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。）であると
き。 当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上
の基準に適合するかどうかの審査 

二 前条第一項の場合において、同項の貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所であるとき。 当該屋外タン
ク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審
査 

 
第十四条の三 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時
期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十
条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受
けなければならない。 

② 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下
その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令
で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保
安に関する検査を受けなければならない。 

③ 第一項（屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。）又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定す
る屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に
従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託することができる。 

 
第十六条の十 危険物保安技術協会は、第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に
基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は指定可燃物（以下この章において「危険物等」
という。）の貯蔵、取扱い又は運搬（航空機、船舶、鉄道又は軌道によるものを除く。以下この章において同
じ。）の安全に関する試験、調査及び技術援助等を行い、もつて危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安
の確保を図ることを目的とする。 

 
第十六条の三十四 協会は、第十六条の十の目的を達成するため、次の業務を行う。 
一 第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る
審査を行うこと。 

二～五 （略） 
②、③ （略） 
 
第十六条の三十八 協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。 
②、③ （略） 
 
◆危険物の規制に関する政令（昭和 23 年法律第 186 号） 
（危険物保安技術協会への委託） 
第八条の二の三 法第十一条の三第一号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、
又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上のものとする。 

２ 法第十一条の三第一号の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危
険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項とする。 

３ 法第十一条の三第二号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱



う液体の危険物の最大数量が千キロリットル以上のもの（以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。）とする。 
４ 法第十一条の三第二号の屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものは、液体危険物タンクの
基礎及び地盤に関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクのタンク構造に関する
事項とする。 

 
（保安に関する検査） 
第八条の四 法第十四条の三第一項の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所
で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が一万キロリツトル以上のもの又は前条に規定す
る移送取扱所とする。 

２ （略） 
３ 法第十四条の三第一項の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定め
るものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とす
る。 
一 特定屋外タンク貯蔵所（次号に掲げるものを除く。） 液体危険物タンクの底部（特殊液体危険物タンクに
あつては、総務省令で定める部分。以下この項、第六項及び第七項において同じ。）の板の厚さに関する事項
及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項（液体危険物タンクの底部に係るものに限る。第六項及び第七
項において同じ。） 

二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項 
三 移送取扱所 移送取扱所の構造及び設備に関する事項 

４ 法第十四条の三第二項の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、特定屋外タンク貯蔵所とする。 
５ （略） 
６ 法第十四条の三第二項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各
号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 
一 特定屋外タンク貯蔵所（次号に掲げるものを除く。） 液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項
及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項 

二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項 
７ 法第十四条の三第三項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危
険物タンクの底部の板の厚さに関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクの構造
及び設備に関する事項とする。 

 
（危険物保安技術協会の検査員の資格） 
第四十一条の三 法第十六条の三十八第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する
者とする。 
一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（同法による短期大学を除く。）において機械工
学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者であつて、石油タンク、高圧ガス
タンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査（次号及び第三号におい
て「石油タンク等の研究等」という。）に三年以上の実務の経験を有するもの 

二 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。）又は高等専門学校において機械
工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者（同法による専門職大学の前期
課程にあつては、修了した者）であつて、石油タンク等の研究等に五年以上の実務の経験を有するもの 

三 石油タンク等の研究等に七年以上の実務の経験を有する者 
四 総務大臣が前三号のいずれかに掲げる者と同等以上の学力及び経験を有すると認定した者 


